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に
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、
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紙
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送
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衆
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院
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員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
国
際
条
約
の
遵
守
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

お
尋
ね
の
「
条
文
の
一
部
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
我
が
国
が
締

結
し
て
い
る
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（
昭
和
五
十
六
年
条
約
第
十
六
号
）
第
二
十
六
条
は
、
「
効
力
を
有
す
る
す
べ

て
の
条
約
は
、
当
事
国
を
拘
束
し
、
当
事
国
は
、
こ
れ
ら
の
条
約
を
誠
実
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い

る
。


